
福
祉
課
か
ら
各
種
支
援
事
業
の
お
知
ら
せ

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
１
年
間
利
用
せ

ず
、
在
宅
の
寝
た
き
り
高
齢
者
や
認
知
症
高

齢
者
な
ど
を
介
護
し
て
い
る
家
族
へ
、
慰
労

金
を
支
給
し
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者

　
町
内
に
住
所
を
有
し
、
７
月
31
日
時
点
で

満
65
歳
以
上
の
、
左
記
の
す
べ
て
を
満
た
す

高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
家
族
な
ど

①�

介
護
認
定
で
要
介
護
３
～
５
に
認
定
さ
れ

た
在
宅
の
高
齢
者
・
認
知
症
高
齢
者
な
ど

②�

７
月
31
日
以
前
１
年
間
に
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
な
か
っ
た
在
宅
の
高
齢
者

（
７
日
間
ま
で
の
短
期
入
所
生
活
介
護
お

よ
び
短
期
入
所
療
養
介
護
、
福
祉
用
具
貸

与
、
特
定
福
祉
用
具
購
入
、
住
宅
改
修
は

除
き
ま
す
）

▼
支
給
額

・�

要
介
護
３
…
２
万
円
（
支
給
対
象
者
お
よ

び
被
介
護
者
が
町
民
税
非
課
税
世
帯
に
属

す
る
方
に
限
り
ま
す
。）　　
　

・�

要
介
護
４・５
…
３
万
円

▼
申
請
方
法

　

役
場
福
祉
課
窓
口
に
あ
る
申
請
書
に
、
必

要
事
項
を
記
入
の
上
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

▼
申
請
期
間

　
８
月
１
日
㈮
～
９
月
30
日
㈫

▼
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課　
高
齢
介
護
係　

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
４
）

　
日
常
生
活
に
お
い
て
介
護
を
必
要
と
す
る

障
が
い
者
（
児
）
の
方
を
在
宅
で
介
護
さ
れ

て
い
る
ご
家
族
の
う
ち
、
主
に
介
護
に
あ
た

る
方
に
慰
労
金
を
支
給
し
ま
す
。

▼ 

支
給
対
象
者

　
在
宅
で
重
度
心
身
障
が
い
者
を
介
護
し
て

い
る
家
族
の
う
ち
、
主
と
し
て
介
護
に
当
た

る
方
で
令
和
7
年
4
月
1
日
現
在
町
内
に
住

所
を
有
す
る
方

�

※��

た
だ
し
、
前
年
度
中
に
重
度
心
身
障
が
い

者
の
方
が
障
害
者
総
合
支
援
法
に
よ
る
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
場
合
や
、

90
日
を
超
え
て
病
院
に
入
院
し
て
い
る
場

合
は
、
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

▼
重
度
心
身
障
が
い
者
と
は

　
左
記
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
常
時
寝
た
き

り
の
状
態
、
ま
た
は
、
食
事
・
排
泄
お
よ
び
寝
起

き
な
ど
日
常
生
活
の
大
半
に
介
助
が
必
要
な
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
1
級
ま
た
は
2
級

②
療
育
手
帳
Ⓐ
ま
た
は
Ａ

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級

④�

小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
、
一
般

特
定
疾
患
医
療
受
給
者
ま
た
は
指
定
難
病

特
定
医
療
受
給
者
証
（
介
護
保
険
法
に
定

め
る
被
保
険
者
に
該
当
し
な
い
方
）

▼
支
給
額　
1
世
帯
あ
た
り
年
額
4
万
円

▼
申
請
方
法

　
①
～
④
の
内
、
該
当
す
る
手
帳
や
受
給
者

証
、
介
護
者
名
義
の
預
金
通
帳
を
福
祉
課
障

害
福
祉
係
ま
で
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
期
限　
8
月
29
日
㈮

▼
問
い
合
わ
せ　
福
祉
課　
障
害
福
祉
係　

　
☎
68
‐
２
２
１
１
（
内
線
１
２
３
）

在
宅
介
護
慰
労
金
支
給
事
業

重
度
心
身
障
害
者
介
護
慰
労
金
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奨
学
金
返
還
支
援
補
助
金

大
学
な
ど
を
卒
業
後
、
利
根
町
に
居
住

す
る
方
の
奨
学
金
返
還
を
補
助
す
る
制

度
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
！

　
町
で
は
、
若
年
層
の
移
住
定
住
の
促
進
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
大
学
な
ど
を
卒

業
後
に
本
町
に
居
住
し
た
方
に
対
し
、
奨
学

金
の
返
還
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
支
援
す

る
「
利
根
町
奨
学
金
返
還
支
援
補
助
金
」
を

交
付
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象
奨
学
金

・
日
本
学
生
支
援
機
構
奨
学
金（
１
種
、２
種
）

・
茨
城
県
奨
学
金

・
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金（
修
学
資
金
の
み
）

・
そ
の
他
町
長
が
認
め
る
奨
学
金

▼ 

対
象
者　

　
奨
学
金
の
返
還
開
始
か
ら
基
準
日
（
令
和

７
年
１
月
１
日
）
ま
で
継
続
し
て
町
内
に
住

所
を
有
す
る
方
で
①
～
⑤
の
い
ず
れ
か
に
該

当
し
、
か
つ
ア
～
ウ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方

①�

補
助
金
の
交
付
を
申
請
す
る
年
度
内
に
奨

学
金
の
返
還
を
開
始
す
る
新
規
学
卒
者

②
前
年
度
に
交
付
決
定
を
受
け
た
方

③
在
学
中
に
奨
学
金
な
ど
の
返
還
を
開
始
し
た
方

④�

補
助
金
を
申
請
す
る
年
度
の
４
月
１
日
時

点
で
32
歳
未
満
の
方
（
令
和
３
年
以
前
卒

業
者
な
ど
）

⑤
一
度
補
助
金
の
交
付
決
定
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
が
、次
年
度
対
象
外
と
な
っ
た
後
、

再
度
対
象
に
な
っ
た
方
な
ど

ア　
常
時
雇
用
者

イ　

�

個
人
で
農
業
そ
の
他
事
業
を
営
む
者
ま

た
は
そ
の
事
業
専
従
者

ウ　

�

申
請
初
年
度
で
、
常
時
雇
用
者
で
は
な

い
、
現
在
求
職
中
の
方
（
新
卒
者
に
限

る
）

※
そ
の
他
所
定
の
要
件
が
ご
ざ
い
ま
す
。

▼
補
助
金
額

①
～
③
に
該
当
す
る
方

　
申
請
月
の
前
年
に
返
還
し
た
奨
学
金
の
額

上
限
20
万
円\

年

④
～
⑤
に
該
当
す
る
方

　
前
年
に
返
還
し
た
奨
学
金
の
額
上
限
10
万

円\

年

▼
補
助
対
象
期
間

①
～
③
に
該
当
す
る
方

　
対
象
と
な
る
奨
学
金
の
返
還
を
開
始
し
た

年
か
ら
起
算
し
て
10
年

④
～
⑤
に
該
当
す
る
方

　
32
歳
に
な
る
年
度
ま
で

▼
申
請
受
付
期
間

　
令
和
8
年
１
月
5
日
㈪
～
2
月
27
日
㈮
必
着

　
必
要
書
類
を
揃
え
て
、
政
策
企
画
課
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
請
書
類
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
政
策
企
画
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼ 

問
い
合
わ
せ

　
政
策
企
画
課　
地
域
振
興
係

　
☎
68
‐
２
２
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線
３
３
３
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�chiiki@
tow
n.tone.lg.jp

暮らしの情報欄

利
根
町
わ
く
わ
く
茨
城
生
活
実
現
事
業
移
住
支
援
金

④�

移
住
後
も
、
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
り
、
移
住

前
の
業
務
を
継
続
し
て
行
っ
て
い
る
方
で

町
内
に
住
宅
を
新
築
ま
た
は
購
入
し
た
方

⑤�

直
近
３
年
度
に
お
い
て
、
本
町
へ
の
ふ
る

さ
と
納
税
の
寄
付
実
績
が
あ
り
、
茨
城
県

内
で
農
林
水
産
業
（
専
業
に
限
る
）
へ
就

業
ま
た
は
農
林
水
産
業
を
継
承
し
た
者

⑥�

直
近
３
年
度
に
お
い
て
、
本
町
へ
の
ふ
る

さ
と
納
税
の
寄
付
実
績
が
あ
り
、
本
町
で

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
の
規
定
に
基

づ
く
認
定
新
規
就
農
者
ま
た
は
認
定
農
業

者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者

※
３�

内
閣
府
地
方
創
生
推
進
室
が
実
施
す
る

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
人
材
事
業
ま
た

は
先
導
的
人
材
マ
ッ
チ
ン
グ
事
業

※
４�

茨
城
県
が
実
施
す
る
地
域
課
題
解
決
型

起
業
支
援
事
業
に
係
る
起
業
支
援
金

▼
移
住
支
援
金
の
額

・
単
身
世
帯
で
移
住
し
た
場
合
：
60
万
円

・�

２
人
以
上
の
世
帯
で
移
住
し
た
場
合
：

１
０
０
万
円

　
さ
ら
に
18
歳
未
満
の
世
帯
員
１
人
に
つ
き

１
０
０
万
円
を
加
算

※�

予
算
に
達
し
た
場
合
は
事
前
の
予
告
な
く

終
了
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
他
、
移
住
支
援
金
の
支
給
に
は
所
定

の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

　

要
件
の
詳
細
お
よ
び
申
請
書
に
つ
い
て

は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
政
策
企
画
課
地
域
振
興
係
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　
政
策
企
画
課　
地
域
振
興
係　

　
☎
68
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２
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町
で
は
、
移
住
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽

減
し
、
東
京
圏
か
ら
の
移
住
を
促
進
す
る
た

め
、
茨
城
県
と
連
携
し
、
令
和
３
年
７
月
か

ら「
利
根
町
わ
く
わ
く
茨
城
生
活
実
現
事
業
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
な
お
、今
年
度
よ
り
、

要
件
（
B
就
業
に
関
す
る
要
件
⑥
）
が
追
加

に
な
り
ま
し
た
。

▼
対
象
者　

　
次
の
Ａ
お
よ
び
Ｂ
を
満
た
す
方

Ａ 

移
住
に
関
す
る
要
件

　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と

①�

利
根
町
に
住
民
票
を
移
し
て
か
ら
１
年
以

内
で
あ
る
方

②�

移
住
前
、
東
京
23
区
に
在
住
し
て
い
た
ま

た
は
東
京
圏
※
１
に
在
住
し
、
東
京
23
区

に
通
勤
し
て
い
た
方

③�

転
入
前
に
移
住
前
相
談
票
を
提
出
さ
れ
て

い
る
方
※
２

※
１�

東
京
都
、
千
葉
県
、
埼
玉
県
、
神
奈
川

県
（
た
だ
し
、
一
部
地
域
を
除
く
）

※
２�

必
ず
転
入
前
に
移
住
前
相
談
を
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
　

�

転
入
前
の
事
前
相
談
書
類
の
提
出
が
な
い

場
合
は
、
要
件
を
満
た
し
て
い
て
も
移
住

支
援
金
の
交
付
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

Ｂ 

就
業
に
関
す
る
要
件

　
次
の
要
件
の
い
ず
れ
か
を
満
た
し
て
い
る

こ
と

①�

茨
城
県
が
運
営
す
る
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
求
人
に
就
職
し
て
い

る
方

②�

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
人
材
事
業
※
３
を

利
用
し
て
就
職
し
て
い
る
方

③�

起
業
支
援
金
※
４
の
交
付
決
定
を
受
け
、

茨
城
県
内
で
起
業
し
て
い
る
方

下
水
道
接
続
支
援
補
助
金

　
本
補
助
金
の
申
請
に
は
、
他
に
も
所
定
の

要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
き
ま
し

て
は
、
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
町
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ

　
生
活
環
境
課�

下
水
道
係　

　
☎
68
‐
２
２
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線
２
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町
で
は
、
町
民
生
活
に
か
か
る
環
境
衛
生

の
向
上
を
図
り
、
霞
ケ
浦
を
は
じ
め
と
す
る

公
共
用
水
域
の
水
質
保
全
に
資
す
る
た
め
、

下
水
道
接
続
工
事
を
実
施
す
る
方
に
対
し
補

助
金
を
交
付
い
た
し
ま
す
。

▼
対
象
者
と
な
る
工
事

　
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
宅
地
内
配
管
を
改
造
す
る
工
事
で
、
左

記
の
い
ず
れ
か
を
満
た
す
も
の

①�

既
設
の
く
み
取
り
便
所
か
ら
水
洗
便
所
に

改
造
し
、
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
工
事

　
（
く
み
取
り
槽
の
撤
去
、
処
分
お
よ
び
既

　
設
管
の
撤
去
、
処
分
な
ど
を
含
み
ま
す
）

②�

既
設
の
浄
化
槽
を
廃
止
し
、
公
共
下
水
道

に
接
続
す
る
工
事

　
（
浄
化
槽
の
撤
去
、
処
分
、
槽
内
の
清
掃
、

　
消
毒
お
よ
び
既
設
管
の
撤
去
、
処
分
な
ど

　
を
含
み
ま
す
）

※�

新
築
に
合
わ
せ
て
行
う
下
水
道
工
事
は
対

象
外
で
す
。

▼
補
助
金
の
額

　
工
事
費
の
全
額
（
限
度
額
４
万
円
）

　
左
記
の
条
件
①
お
よ
び
②
を
い
ず
れ
も
満

た
す
場
合
は
限
度
額
が
35
万
円
ま
で
上
が
り

ま
す
。

①�

補
助
対
象
者
お
よ
び
そ
の
者
と
生
計
を
一

に
す
る
親
族
に
、
18
歳
未
満
も
し
く
は
65

歳
以
上
の
者
が
い
る
場
合

②�

補
助
対
象
者
お
よ
び
そ
の
者
と
生
計
を
一

に
す
る
親
族
の
課
税
対
象
所
得
の
合
計
額

が
３
４
８
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

▼
申
請
受
付
期
間　
12
月
26
日
㈮
ま
で

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）


